
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人電気通信大学（法人番号5012405001286）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

  ②  平成２８年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２８年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

役員の報酬の内容は、役員報酬、地域費（地域手当）、通勤費（通勤手
当）、単身赴任費、期末特別費（期末・勤勉手当）となっている。
役員報酬規程に則り、平成２８年度の法人の長の役員報酬の月額は、6
号（965,000円）となっている。
期末特別費の期末手当分については、期末手当基礎額（報酬月額＋地
域手当＋管理職加算額＋役職段階別加算額）に６月に支給する場合に
おいては１００分の６２．５、１２月に支給する場合においては１００分の７７．
５を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間における在職期間に応じた
割合を乗じて得た額としている。勤勉手当分については、勤勉手当基礎
額（報酬月額＋地域手当＋管理職加算額＋役職段階別加算額）に業績
に応じて規程に定める割合を乗じて得た額としている。なお、役員報酬月
額を平成27年4月に施行した規程改定により平均△2％引き下げたが、平
成29年度まで経過措置を設けている。

報酬の内容は法人の長と同様である。
役員報酬規程に則り、平成28年度の理事の役員報酬の月額は、3号
（761,000円）及び2号（706,000円）となっている。

なお、役員報酬月額を平成27年4月に施行した規程改定により平均△2％

引き下げたが、平成29年度まで経過措置を設けている。

期末特別費（勤勉手当相当分）の決定にあたり、業績に応じて役員報酬規程に定める成績

率の範囲内で増減を行うことができる。

役員（非常勤）の報酬は、非常勤役員報酬及び通勤費（通勤手当）となって

いる。
なお、平成28年度においては、該当者はなく、改定なし。

役員報酬水準を検討するにあたって、国家公務員等のほか、企業規模が同様の民間企業
の役員報酬を参考としている。

事務次官の年間報酬額は、22,977千円となっている。また、人数規模が同規模である民間

企業の役員報酬は、27,429千円となっている。
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監事

監事（非常勤）

報酬の内容は法人の長および理事と同様である。
役員報酬規程に則り、平成28年度の監事の役員報酬の月額は、2号
（706,000円）となっている。

なお、役員報酬月額を平成27年4月に施行した規程改定により平均△2％

引き下げたが、平成29年度まで経過措置を設けている。

報酬の内容は、理事（非常勤）と同様である。
非常勤役員報酬については、常勤役員報酬１号を基礎とし勤務時間および
勤務日数等を考慮して学長が決定するものとする。平成２８年度の非常勤
役員報酬は月額150,000円となっている。

なお、平成28年度においては、改定なし。
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２　役員の報酬等の支給状況
平成２８年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,948 11,808 5,251 1,889 （地域手当） ※

千円 千円 千円 千円

14,943 9,312 4,141 1,489 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

15,155 9,312 4,141
1,489

211
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,202 9,312 4,141
1,489

258
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,742 8,439 3,767
1,350

184
（地域手当）
（通勤手当）

3月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

14,180 8,640 3,842
1,382

315
（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

1,851 1,800 51 （通勤手当） 4月1日 *

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人の長

A理事

B理事

D理事

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

A監事

その他（内容）

B監事
(非常
勤)
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事
　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

電気通信大学は、人類の持続的発展に貢献する知と技の創造と実践
を理念とし、「高度コミュニケーション社会」を支える総合的な科学技術
を「総合コミュニケーション科学」として創造し発展させるとともに、それ
に必要な人材を育成することにより我が国はもとより国際社会に貢献
することを使命として、創立100周年に向けUECビジョン2018を掲げ、
学長のリーダーシップの下、柔軟な研究教育組織の構築や地域・企
業・他大学との連携強化等を推進している。
そうした中で、電気通信大学の学長は、職員数約524名（常勤職員・特
任教職員含む）の法人の代表として、その業務を総理するとともに校
務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職務を
担っている。
学長の年間報酬額は、事務次官の年間給与額22,977千円と比較した
場合それ以下である。また、人数規模が同規模である民間企業の役
員報酬27,429千円と比較してもそれ以下である。
電気通信大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員
指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、学長の職務内
容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言え、その
職責等を勘案したものとしている。
こうした職務内容の特性等を踏まえると、報酬水準は妥当であると考え
られる。

理事の役割は、学長を補佐し、法人の分担業務を掌理することに加え、各
自の所掌事項にかかわらず、法人業務全般に共同責任を負い、所掌事項
以外についても協議に加わることとしている。また、各分担業務に関わる
副学長等とも密接に連携・協議し、大学全体のミッション、ビジョンの実現
に資する活動を進めるものである。
理事の年間報酬額は、事務次官の年間給与額22,977千円と比較した場
合それ以下である。また、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬
27,429千円と比較してもそれ以下である。

このような職務内容の特性等を踏まえると報酬水準は妥当であると考える。

監事の役割は、法人の業務を監査するもので、学長、理事から独立し、業
務の執行には直接関与しないが、法人に対する国民の期待に応えること
及び中期目標の達成に必要な場合は、学長や役員会に意見を述べること
としている。

監事の年間報酬額は、事務次官の年間給与額22,977千円と比較した場合

それ以下である。また、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬

27,429千円と比較してもそれ以下である。
このような職務内容の責務等を踏まえると報酬水準は妥当であると考える。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学

法人、民間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であ

ると考える。

該当なし。
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４　役員の退職手当の支給状況（平成２８年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

監事A

法人の長

理事A

法人の長

理事A

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

監事A

法人での在職期間

判断理由

期末特別費（勤勉手当相当分）の決定にあたり、業績に応じて役員報酬規程に定める成績

率の範囲内で増減を行うことができることとしており、今後も継続して行う方針である。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成２８年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

当法人職員の給与水準を検討するにあたって、国家公務員に準拠することを基本としつ
つ、社会一般の情勢や本学の財政状況等を勘案し、適切な水準となるよう考慮する。

平成２８年国家公務員給与等実態調査によれば、行政職俸給表（一）の平均給与月額は

410,984円、全俸給表の平均給与月額は417,394円となっている。
当法人においては、平成２２年度から人事に関する基本方針として人事活性化大綱、平
成２８年度から第３期中期目標計画期間における人事計画を定め、それに基づく具体的
な人事計画の基準として年度ごとに人事計画策定指針を策定し、人材の有効活用と適
切な人員配置を行っている。また、学長裁量分により、重点教育研究分野での教員採用、
若手教員の抜擢人事等に活用する。

昇給・昇格および勤勉手当の成績率の決定において、能力と業績を評価する人事評価
等に基づき総合的な判断をする。
昇給では、昇給日（1月1日）の前1年間における人事評価等の結果を踏まえた勤務成績
に応じて昇給する号給数を決定している。昇格では、勤務成績が良好な職員をその職務
に応じた上位の級に昇格させる。勤勉手当（査定分）では、基準日（6月1日、12月1日）以
前6ヶ月の期間における人事評価等の結果を踏まえた勤務成績に応じて決定される支給
割合（成績率）に基づき支給している。

職員給与規程に則り、本給及び諸手当（扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、
通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務
手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当）としている。
期末手当については、期末手当基礎額（本給＋扶養手当＋地域手当＋管理職加算額
＋役職段階別加算額）に６月に支給する場合においては１００分の１２２．５、１２月に支給
する場合においては１００分の１３７．５を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけ
るその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（本給＋地域手当＋管理職加算額＋役職段階

別加算額）に勤務成績に応じて規程に定める割合を乗じて得た額としている。

なお、平成２８年度においては、一般職の職員の給与に関する法律の改正に準拠して以
下のとおり改正を行った。

（１）本給について、平成28年12月施行の給与改定により、平成28年4月1日に遡及して

平均0.2%の引上げ改定を行った。

（２）地域手当について、16％へ引上げ改定を行った。

（３）単身赴任手当について、基礎額を4,000円引き上げ30,000円に改定。加算額の限度
を12,000円引き上げ、最大70,000円へ引上げ改定を行った。

（４）初任給調整手当について、月額 50,600 円を超えない範囲内の額へ引上げ改定を

行った。
（５）期末・勤勉手当について、年間の支給月数を0.1月分（再雇用職員については0.05月

分）引き上げた。
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　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

393 47.9 8,592 6,220 92 2,372
人 歳 千円 千円 千円 千円

129 44.2 6,436 4,721 82 1,715
人 歳 千円 千円 千円 千円

263 49.6 9,660 6,963 97 2,697
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

6 46.2 5,940 4,341 95 1,599
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 44.5 6,069 4,434 90 1,635

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 61.5 4,320 3,627 86 693
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 61.5 4,320 3,627 86 693

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：常勤職員の技能・労務職種については、該当者がいないため省略した。

注３：医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）は全区分において該当者がいないため省略した。

注４：在外職員及び任期付職員については全職種で該当者がいないため省略した。

注５：常勤職員のその他医療職種（看護師）及び非常勤職員の事務・技術職種については、該当者が１人のため、

　　　当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

[年俸制適用者]

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

30 48 11,436 11,436 136 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

30 48 11,436 11,436 136 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

46 42 6,404 6,404 86 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 45.6 4,459 4,459 105 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

35 42 6,975 6,975 84 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 35.8 4,810 4,810 70 0

注１：在外職員、再任用職員及び非常勤職員については全職種で該当者がいないため省略した。
注２：常勤職員（年俸制）の事務・技術職種、技能・労務職種、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）は、
　　　該当者がいないため省略した。
注３：任期付職員（年俸制）の技能・労務職種、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）は、該当者が
　 　 いないため省略した。

うち所定内

教育職種
（大学教員）

平均年齢

非常勤職員

人員

うち賞与総額

総額

人員

常勤職員

平均年齢
平成２８年度の年間給与額（平均）

区分 うち賞与

うち所定内

再任用職員

事務・技術

平成２８年度の年間給与額（平均）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

区分

特任研究員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

常勤職員

その他医療職種
（看護師）

教育職種
（大学教員）

任期付職員

事務・技術
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②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注2：教員職員（大学教員）の年齢28～31歳の該当者は4人であるため当該個人に関する情報が特定されるおそれのある

　　　ことから、年間給与額の第1・第3分位については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔在外職員、任期付職員及び再
任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

3 56.5 10,487

7 53.2 8,735

20 54.1 7,497

64 46.3 6,503

9 38.3 5,425

26 29.8 4,307

注１：副理事の該当者は3人であるため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　年間給与の（最高～最低）については表示していない。

（教員職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

109 55.4 10,988

110 46.8 9,065

4 51.3 8,974

40 41.6 7,106

注１：講師の該当者は4人であるため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　年間給与の（最高～最低）については表示していない。

④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

55.9 56.4 56.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.1 43.6 43.9

％ ％ ％

         最高～最低 52.0～38.0 51.0～37.1 51.5～38.7
％ ％ ％

59.9 60.2 60
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.1 39.8 40

％ ％ ％

         最高～最低 45.5～36.2 45.0～36.4 43.2～36.3

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

59.8 60 59.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.2 40 40.1

％ ％ ％

         最高～最低 51.2～37.4 50.2～37.6 50.7～37.5
％ ％ ％

60.3 60.5 60.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.7 39.5 39.6

％ ％ ％

         最高～最低 45.5～36.9 45.0～37.0 45.3～36.9

一律支給分（期末相当）

一般
職員

13,357～8,869

10,652～7,029

8,042～6,197

賞与（平成２８年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

一律支給分（期末相当）

　　教授

　　准教授

　　講師

　　助教

管理
職員

一律支給分（期末相当）

　　副理事

　　主任

　　係員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

（最高～最低）
千円

　代表的職位

区分

区分

管理
職員

（最高～最低）
人員 平均年齢

　代表的職位

　　課長

　　課長補佐

　　係長

分布状況を示すグループ 人員

9,321～7,978

分布状況を示すグループ

千円

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

年間給与額

8,132～5,482

7,797～5,050

6,063～4,784

5,004～3,749

平均年齢
年間給与額
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 94.8
・年齢・地域勘案 94.3
・年齢・学歴勘案 92.7
・年齢・地域・学歴勘案 93.5
（参考）対他法人 108.3

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　１０４．6

４　モデル給与
○事務・技術職員 ○教員職員（大学教員）
・22歳（大卒初任給、独身） ・27歳（助教博士修了初任給、独身）
　月額　178,200円　　年額2,894,000円 　月額　333,152円　　年額5,463,000円　
・35歳（主任、配偶者・子1人） ・35歳（准教授、配偶者・子1人）
　月額　333,384円　　年額5,487,000円 　月額　490,564円　　年額8,184,000円　
・45歳（係長、配偶者・子2人） ・45歳（教授、配偶者・子2人）
　月額　409,944円　　年額6,721,000円 　月額　622,224円　　年額10,501,000円　

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

注： 上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、
　　平成2７年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した
　　指数である。
　　  なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））
　　との給与水準（年額）の比較指標である。

対国家公務員
指数の状況

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　58％
（国からの財政支出額　5,515百万円、支出予算の総額　9,580百万円：平成
28年度予算）
【累積欠損額について】
累積欠損額 0円（平成27年度決算）
【管理職の割合について】
常勤職員における管理職の占める割合　6％
（常勤職員数129名中9名）
【大卒以上の高学歴者の割合について】
常勤職員における大卒以上の高学歴者の割合　79％
（常勤職員数129名中103名）

【検証結果】
上記のとおり本学の支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は
50％以上であるが、累積欠損はなく、対国家公務員の指数の状況について
は年齢勘案、年齢・地域勘案、年齢・学歴勘案、年齢・地域・学歴勘案のい
ずれの指数も100以下となっているので、適切な給与水準であると考える。

内容

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

本法人の運営活動に必要な経費のほとんどについて、国からの運営費交付
金に委ねられていることから、国家公務員の給与水準を十分考慮し、社会一
般の情勢や本学の財務状況等を勘案した適正な給与水準とすることに努め
る。

講ずる措置

項目

（文部科学大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給
与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めてい
ただきたい。

昇給・昇格および勤勉手当の成績率の決定において、能力と業績を評価する人事評価等に基

づき総合的な判断をしており、今後も継続して行う方針である。
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Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注2：　「非常勤役職員等給与」においては、寄付金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される
　　　職員に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の
　　　「11　役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

総人件費について参考となる事項

・「給与、報酬等支給総額」の対前年度比90,969千円について

　主な増額要因として、給与改定により、地域手当率が前年度と比較し1%増となったことおよび

　期末・勤勉手当の支給月数を年間で0.1月分引き上げたことによる増加が挙げられる。

　また、平成27年1月より導入した年俸制適用者の給与には、退職手当相当分が含まれて

　いる。そのため、「給与、報酬等支給総額」は、この退職手当相当分が含まれた額となって

　いる。

・「最広義人件費」の対前年度比-105,984千円について

　主な減額要因として、定年退職者が少なかったことに伴い退職手当支給額が減少したこと、

また競争的資金を財源とした雇用の減少等により「非常勤役職員等給与」が減額となったことが

挙げられる。

Ⅳ　その他

4,254,141

退職手当支給額
277,276

非常勤役職員等給与
1,249,989

区　　分

給与、報酬等支給総額

注1：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

6,514,469

733,063
福利厚生費

最広義人件費

特になし
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